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　所得税法や地方税法上において、介護認定をお持ちの方や介護サービスを利用している方は、障がい者控除や医療費
控除を受けられる場合があります。各控除を受けるためには、確定申告の際に認定書等が必要になるものもありますの
で、ご確認ください。

介護認定をお持ちの方が受けられる控除があります

　日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となります。
　20歳になった方には、概ね2週間以内に日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」が送付されます（厚生年金保険
に加入している方を除く）。

　「基礎年金番号通知書」は、加入する年金制度の変更手続き（国民年金⇔厚生年金保険）や年金の請求手続きなどで使
用しますので、大切に保管してください（厚生年金保険の被保険者だった方や障害・遺族年金を受給している方（していた
方）には送付されません）。
　20歳になってから2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、国民年金への加入が必要なた
め、住民課またはお近くの年金事務所で手続きをしてください。

20歳になったら国民年金に加入します

〇障がい者控除
　介護認定情報の内容が基準を満たす場合に町が発行する「障がい者控除対象者認定書」で障がい者控除が受けられます。
▶申請方法＝健康福祉課窓口まで介護保険被保険者証の写しをお持ちください。
▶交付方法＝申請者あてに郵送

〇医療費控除（おむつ代）
　介護認定情報の内容が基準を満たす場合には、医師が発行したおむつ使用証明書がなくとも、町が発行する確認書で
医療費控除が受けられます。
※これまではおむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方にのみ上記方法が認められていましたが、令和7年の確
　定申告（令和6年分）から、1年目の方であっても認められることとなりました。詳しくは町ホームページをご確認ください。
▶申請方法＝健康福祉課窓口までお越しください。
▶交付方法＝申請者あてに郵送
　郵送で交付しますので、確定申告前に余裕をもってお手続きをお願いします。

〇医療費控除（介護サービス利用料）
　介護事業所が発行する領収書に「医療費控除対象額」が記載されている場合は、その額が医療費控除の対象となりま
す。（高額介護サービス等で払い戻しを受けた額を除く）

●送付される書類
●基礎年金番号通知書 ●国民年金加入のお知らせ ●国民年金保険料納付書
●国民年金の加入と保険料のご案内（パンフレット）●保険料の免除・納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書

▶問い合わせ先＝健康福祉課　介護保険係　☎０２８５（５６）９１０２

▶問い合わせ先＝住民課　国保年金係
☎ 0 2 8 5（ 5 6 ）9 1 3 4

宇都宮西年金事務所
☎ 0 2 8（ 6 2 2 ）4 2 8 1
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庁舎内部大規模改修工事のお知らせ
令和6年10月から、上三川町役場庁舎の内部大規模改修工事を実施しています。工事は解体作業を伴い、騒音が

発生する場合があります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

なお、改修に伴い、農政課(農業委員会事務局を含む)・商工課・都市建設課・上下水道課の４課は、令和６年９月２４
日(火)から旧中央公民館(仮庁舎)で業務を行っています。

ブロック塀の現況調査を実施します
　小・中学校の児童・生徒の通学時における安全確保を目的として、道路に面した危険なブロック塀の実態把握

（現地調査）を実施します。

　調査についてご理解とご協力をお願いします。

▶調査対象＝町内の小中学校から半径500m以内の道路に面したブロック塀

▶調査時期＝令和6年12月下旬から令和７年2月下旬まで （予定）

▶調査方法＝調査員による外観目視調査及び写真撮影等

・ 本調査は、本町が委託した業者の調査員が行います。

・ 調査員は委託業者のユニフォームを着用し、本町が発行した身分証明書を携帯しています。

・ 調査員は道路からの調査・撮影を行います。場合によっては私道などから調査を行いますので、ご協力をお願

  いします。

▶委託業者＝株式会社ゼンリン

・ 本調査は通学路の安全確保の為、道路に面した危険なブロック塀の把握を目的に行うものであり、調査上知り

  得た個人情報を他の目的で利用することはありません。

〇今年度工事予定箇所（着色箇所が主な工事対象範囲です。その他の箇所に大きな通行制限はかかりません。）
･1階福利厚生棟

▶問い合わせ先＝総務課　庁舎改修班　☎０２８５（５６）９１７４
　　　　　　　　建築課　建築係　　　☎０２８５（５６）９１４８

▶問い合わせ先＝建築課　住宅係　☎0 2 8 5（ 5 6 ）9 1 4 5
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